
ユニフォーム規 程

平 成 25年 3月 3日

国 内 競 技 委 員 会

1  目的

(1)公 益 財 団 法 人 日本 バ レー ボ ー ル 協 会 (以 ド JVA)が 主 催 す る 国 内 競 技 大 会 に 参

加 す る チ ー ム の ユ ニ フ ォーーム や 役 員 の 服 装 に つ い て そ の 詳 細 を 定 め る こ と を 目

的 とす る。

(2)Vリ ー ク参 加 チ ー ム の ュ ニ フ ォ ー ム に つ い て は 別 に 定 め る。 ま た 、 JVAと 他 の

団 体 が 共 催 す る大 会 で 別 に 定 め られ た 規 程 が あ る場 合 は 、 そ の 規 程 に従 う .」

2 ユ ニ フ ォ ー ム

ユ ニ フ ォ ー ム

ユ ニ フ ォー ム とは 、 ジ ャー ジ (シ ャ ツ )、 シ ョー ツ を 指 す .6人 制 に お い て は

ソ ッ ク ス ()ユ ニ フ ォ ー ム に

“

まれ るこ|

ユ ニ フ ォー ム は 配 色 や デ ザ イ ン が 統 ‐され て い な け れ ば な らな い 。 (リ ベ ロ フ

レー ヤー を 除 く )

チ ー ム は 、 カ ラ ー の 異 な っ た 2種 類 の ユ ニ フ ォー ム (ジ ャー ジ (ン ヤ ツ )° ン

ョー ツ )を 用 意 す る こ とが 望 ま しい 。

ユ ニ フ ォ ー ム の メ イ ン カ ラ ーー (主 た る色 )は 、 65%以 上 を 占 め て い る こ と と

す る。

リベ ロ プ レー ヤ ー は チ ー ム の 他 の 競 技 者 と は っ き り と 区 別 で き る 対 照 的 な 色

の ユ ニ フ ォー ム (少 な く と も ジ ャ ー ジ (ン ヤ ツ )だ け は )を 着 用 しな け れ ば な ら

な い。 (左 右 対称 とか L下 対 称 とい う こ とで は な く 、 |ま っ き り と区別 で き る デ

ザ イ ン で あ る こ と.)
ジ ヤ~ジ (ン ヤツ )・ ノ ヨ~ツ

ジ ヤ ~ジ (ン ヤ ツ )お よ び ン ヨ~ツ は 色 、 デ ザ イ ン が 統 一 され て い る こ と .

ジ ヤ ~ジ (ン ャ ツ )|ま 半 袖 、 長 袖 が 混 在 して い て も よ い っ

ソ ッ ク ス

色 お よ び 長 さが 統 一 して い る こ と .

トレー ニ ン グ ウ ェ ア ク)着 用

気 7品 が 規 定 を |で 回 る場 合 に は 、主 審 の 許 可 を 得 て 、全 員 が 統 ‐した デ ザ イ ン で

競 技 者 番 号 の つ い て い る もの に 限 り着 用 す る こ とが .1来 る .
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3.競 技 者 番 号

(1)ユ ニ フ ォー ム (ジ ャ ー ジ (ン ャ ツ ))に は 、競:技 者 番 号が ユ ニ フ ォー ム とは っ き

り と 区 別 で き る 対 照 :1勺 /亡 色 で 、 明 確 に 表 示 され て い な け れ ば な らな い¨

(2)競 技 者 番 写―は 6人 制 liお い て は 1～ 20番 、 9人 制 に お い て |ま 1～ 18呑 ま で とす

るこ た だ し、 や む を 得 な い 場 合 は 1～ 99番 ま で認 め る ^

(3)競 技 者 番 弓
―グ,ナ イ スは 、 次 げ,通 り とす る (

6・ 9人制とも
高校生以上 小 "中 学生

高 さ 字 幅
定
=―

ヽ
同 C 字幅

①シャツ胸部・中央 15cm以上
2crn以」■

10cm以 上
2cm以上

②シャツ背部・中央 20cm以 _1■ 15cm以 上

※ 9人 制 の 競 技 者 番 号に つ い て は 、 平 成 27年 度 よ り完 全 実 施 とす る t.



(4)/ョ ー ツ前 面 右 下 に 、 高 さ 4～ 6cm、 字 幅 lcm以 上 の 競 技 者 番 号 を 付 け て も よ

い が 、 全 員 が そ ろ っ て い な けれ′ば な らな い 。

4 チ ー ム キ ャ プ テ ン

(1) チ ー ム キ ャ フ
~テ

ン 1■ 、 胸 の ナ ン′′` ――げ)「●に 、 長 さ 8cm、 中高 2cm′ )マ ーーク を 、 ジ

ャ ー ジ (シ ャ ツ )と 異 な っ た 色 で 付 |す て い な け れ ば な らな い .

5.チ ー ム ネー ム

(1)ジ ヤ~ジ (ン ヤツ )σ )胸 部 も しくは背 部 に 、 JVAに 届 け出 た T´ 式 な チー ム ネ

ー ム または チー ムニ ックネー ム の いず れ_か を付 けな けれ ば な らな い_ ナ イズは

規 定 しな い ,ま た 、 チー ム の シン ボル ・ マ ー ク (社 章 ・校 章 ・略 号)も 付 けて

もよいに

(2)ジ ャー ジ (ン ャ ツ)の 袖 に (袖 が 無 い場 合 に は背 面 襟 卜に )所 属す る都 道府 県

名 を付 けて もよい。

6.選 手名

(1)ジ ャー ジ (シ ャツ)背 部の 11部 中 央に、着用す る選手の選手名または通称 を表

示 して もよい (選 手名の表示 を認 めていない種別 を除 く)

① 選手名 を表示す る場 合、出場す る選手全員が表示す ることG

C)選 手名のサイズは、高 さ 6～ 8cmと す る .

0 文字 は、アル ファベ ッ ト横 書きに よ り衣記す るもの とす るっ

④ 表記 は直線状 または、肩の曲線 に合わせたゆるやかな曲線状 とす る「|

7.マ ニ ュ フ ア ク チ ヤ ~ロ ゴ

(1)ユ ニ フ ォー ム に は 、 JVAが 公 認 して い る メ ー カ ー に 限 り、 最 大 5× 4(1■ また

は 20c■ イの マ ニ フ ァ クチ ャー ・ ロ ゴ を ジ ャー ジ (シ ャ ツ )・ ン コ~ツ に そ れ ぞ

れ 一 簡 所 だ け 付 け る こ とが 許 され る.(ソ ッ ク ス は 、左 右 各 々の 、内側 と外 側 に

付 け て もよ い )

8.ス ポ ンサ ー ・ ロ ゴ 及 び ユ ニ フ ォー ム 広 告

(1)ユ ニ フ ォー ム に チ ー ム ス ホ ン 十 一 名 また は 商 品 名 ・ 商 標 ・ ロ ゴ マ ー ク及 び ユ ニ

フ ,一 ム 広 告 を 付 け る こ とが で き る。 た だ し、 別 途 定 め る 「ユ ニ フ ィー ム 広 告

に 関 す る規 程 」 に 従 うこ と とす る .

(2)試 合 会場 (体 育 館 等 )の 規 程 に よ り、 広 告 掲 載 料 が 発 生 した 場 合 は 、 当該 チ ー

ム が そ の 実 費 を 支 払 う もの とす る :、

9.そ の 他 の 表 示

(1)ユ ニ フ ォー ム に は 、 上 記 3ヽ 8以 外 表 示 は 付 け ては な らな い 、

10.

(1)

(2)

トレー ニ ン グ ウ ェ ア

トレー ニ ン グ ウェ ア は 全 員 が 統 一 され て い る こ とが 望 ま しい 。

ト レー ニ ン グ ウ ェ ア に は チ ー ム ネ ー ム 、 選 手 名 、 選 手 番 号 を付 け る こ とが で き

る。

ト レー ニ ン グ ウ ェ ア に は 最 大 5× 4 cmま た は 20c済 の マ ニ フ ァ ク チ ャー ・ ロ

ゴ を 付 け る こ とが で き る¬

ス ポ ン サ ー 広 告 に つ い て は 、 _L記 8と 同 等 な 扱 い とす る。.

(3)

(4)
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12.

(1)

(2)

/oヽ
0ヽノ

(4)

(5)

ア ンダー ウ ェア等 につ いて

ア ン ダー ウェア はユ ニ フ ォー ム の袖 や 裾 、 首 等 か らはみ 出 して は な らな い。

た だ し、 プ レー の動 作 に よってユ ニ フォー ム の 下か ら見 えて しま うこ とは故意

に見せ る もの で な い限 り制 限 され ない。

医療 を 目的 と したサ ポー ター類 は、 プ レー 上危 険 あ る場 合 や 、 プ レー に有利

に働 く場 合 を除 い て 、規 制 され な い。

明 らか に色 が違 う腰 に帯 状 に ま くサ ポー ター ・ コル セ ッ ト類 はユ ニ フ ォー ム の

下 に着 用 しな けれ ばな らな い。

チー ム 役 員 の服 装

チ ー ム役 員 は 、 ジ ャケ ッ トを着 用 す るか 、 チー ムで統 ―され た服 装 で な けれ ば

な らな いぅ

部 長 や 監督 が ジ ャケ ッ トを着 用 し、 そ の他 の チーーム役 員 が統 一 され た服 装 で あ

れ ば許 可 され る .

統 ―され た服 装 で あ って も、 Tン ャツ等 の 襟 の無 い ものや 、短 バ ン、 ′ヽ一 フ ′ヽ

ン ン`は許 lfさ オ■′でい _

チ ー ム役 員 の着 用す る服 装 には最 大 5× 4 cmま たは 20c計 のマ ニ フ ァ クチ ャ

ー ・ ロ ゴを付 け る こ とが で き る ,

ス ボ ンサ ー広 告 につ い ては 、上記 8と 同等 な扱 い とす る。

以 ヒ

こ′)規 程 は 平 成 25年 4月 1回 tり 実 施 す る _


